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発生日時 令和４年１月中旬 

午後５時台 夜 

天候 雨 

場所 高島市 

事故概要 道路左側歩行者と

軽四貨物車の衝突 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三方よし運転」とは、高齢ドライバー自身が運転環境や技能

に応じて、自らの意思で運転方法を制限することで、交通事故を

未然に防止する取組です。 

【三方よし】とは 

 

令和４年１０月末現在、県内で発生した交通事故で２０人の高齢者（６５歳以上）

が亡くなっており、そのうち１０人は歩行中の事故でした。 

また、１０人中８人は道路横断中で、そのうち６人は左からの車と衝突しています。 
 

▷歩行者：夕暮れ時や夜間に外出する時は、 

明るい色の服装や反射材を着用するなど、 

自分を目立たせる工夫をしましょう！ 
 

▷運転者：「三方よし運転」で交通事故を防ぎましょう！ 

「 三 方 よ し 運 転 」 高齢ドライバーの 

歩行者は、歩道や歩行

者の通行に十分な幅員

がある路側帯がない道

路では、道路の右側端

に寄って通行しなけれ

ばいけません。 

※除外規定あり 

 

 

７０代男性 ８０代男性 

前方不注意 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

ヘルメットを着用 

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

夜間はライトを点灯 

飲酒運転は禁止 
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自転車安全利用五則 自転車安全利用五則 

車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 
１ 

新しくなりました！ 


